
ふるさと納税地場産品類型確認フローチャート
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『3号要件式』（返礼品価格－※町外支払費⽤）∕返礼品価格≧ ０．５

返礼品価格のうち「1～
4」に該当する品物の
価値が七割以上である

セットにするサービス又は品物の
全てが単体で単品フローチャートで
「取扱不可」となるものでない

セットにする返礼品が単品
フローチャートで「1～4」
に該当する品物とそれに
附帯するものである

長野県内のみで宿泊
施設を運営する者が
運営する施設である

提供されるサービスが御代田町内
の施設での「宿泊」である

返礼品の価格が
『3号要件式』
を満たす
価格である

提供されるサービス
が御代田町内のエネ
ルギー源により発電
された電気である

原材料（肉また
は米）の全量が
長野県産である

返礼品の原材料の
半分以上が御代田
町内産である

返礼品が肉又は米で
あり、御代田町内で
の加工内容が
「肉の熟成」または
「精米」 である

返礼品が御代田町内で提供されるサービスの提供である
（品物の提供ではない）

返礼品の加工にお
ける主要な工程が
御代田町内で行わ
れている

返礼品の価格が
『3号要件式』を
満たす価格である

返礼品の企画立
案が御代⽥町内
で⾏われている

返礼品が御代田町内で製造された
「加工品」である

返礼品の全量
が御代田町内
産である

※ 町外支払費用 
その返礼品の製造に当たって、原材料費や梱包費などとして御代 田町外に支払った費用3号に該当するには、その返礼品の付加価値の半分以上が
御代田町内でついている必要があり、この式を満たす価格であることが要件となる。また、返礼品価格を一般的な販売価格と大きく異なる価格と
してはならないとされている。
3号での返礼品登録にはこの要件式を満たす旨と一般的な販売価格から⼤きな乖離がない旨を返礼品提供事業者が証明する必要がある。

流通構造上、
御代田町外産品と
の混在を避けられ
ない理由がある

複数のサービス又は品物をセットで提供するものである ・・・ はい
・・・ いいえ
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7
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3ロ 
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